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院
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逢
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二
君
提
出
公
文
書
管
理
法
施
行
五
年
後
見
直
し
に
関
す
る
検
討
報
告
書
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
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弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
公
文
書
管
理
法
施
行
五
年
後
見
直
し
に
関
す
る
検
討
報
告
書
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
五
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
、
行
政
機
関
の

長
は
、
行
政
文
書
を
適
切
に
整
理
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
の
っ
と

り
、
各
行
政
機
関
に
お
い
て
行
政
文
書
を
適
切
に
整
理
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
試
み
を
含
め
、
公
文
書
管
理
委
員
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
公
文
書
管
理
法
施
行
五
年
後
見
直
し
に
関
す
る
検
討

報
告
書
」
で
提
言
さ
れ
た
内
容
を
踏
ま
え
、
公
文
書
管
理
制
度
の
見
直
し
の
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。


